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本環境影響評価方法書は、「環境影響評価法」（平成９年法律第81号）第５条第１項及

び「電気事業法」（昭和39年法律第170号）第46条の４の規定により、作成したものであ

る。 

本書に掲載した地図は、測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 1JHf 1134である。 

本書に掲載した地図を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 
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